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<障害者・児施設版> 

様式第１号 

 兵庫県福祉サービス第三者評価の結果 

①第三者評価機関名 

②施設・事業所情報 

播磨福祉サービス第三者評価機構 

名称：ワークメイト西宮聖徳園
種別：障害福祉サービス事業 

（自立訓練（生活訓練）・就労継続支援B型）

代表者氏名：山本 章博 定員（利用人数）：     ４０ 名 

所在地：〒 ６６２－０９２７  兵庫県西宮市久保町１４－１９ 

TEL ０７９８－３３－００５５ ホームページ： http://shotokuen.or.jp

【施設・事業所の概要】 

開設年月日：   ２０１０ 年 ４ 月 １ 日

経営法人・設置主体（法人名）：  社会福祉法人 聖徳園

職員数 常勤職員：    １１  名 非常勤職員：  ３ 名 

専門職員 

事務長        １名 生活支援員     ７（２）名

サービス管理責任者  １名

目標工賃達成指導員  １名

職業支援員      ４（１）名

施設・設備の

概要 

（設備等）     （居室数） 

訓練室・作業室 １

店舗 １

事務室 １

便所 各２

更衣室 各１

相談室 １

静養室 １

食堂 １

会議室 １

研修室・作業室 １

屋上 １

EV １

駐車場 １
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<障害者・児施設版> 

③理念・基本方針 

④施設・事業所の特徴的な取組 

⑤第三者評価の受審状況 

運営目的 ～作業を通じて社会参加と生活の向上を図る～ 

・高い品質により社会の信頼を得る ・共に汗して生産性を上げ生活の向上に結びつける ・語

らい遊び自信と勇気あふれたワークメイトを創る 

指導方針 

 一 その人の特性を生かし作業に結びつける 

 一 自立を目指し社会生活を支援する 

 一 趣味を生かし生活の楽しみを応援する

・プラスティック射出成型による加工、ベルトコンベアーでの組立作業、納品業務 

・プリザーブドフラワー、フラワーアレンジの作成販売、及び地域への講習会の実施 

・喫茶店営業における地域の方々との繋がり、イベント出店 

・福祉サービス各部門（自閉・自活・就労・工賃・広報）におけるサービスの展開

評価実施期間 
平成 ２９年 ７月 １３日（契約日）～ 

   平成 ２９年 １２月 ３１日（評価結果確定日）

受審回数 

（前回の受審時期） ２回（平成 ２６ 年度） 
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<障害者・児施設版> 

⑥総評 

⑦第三者評価結果に対する施設・事業所のコメント 

⑧各評価項目に係る第三者評価結果 

別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。   

◇特に評価の高い点 

○ ISOのマネジメントシステムを取り入れ、組織的な施設運営が行われています。 

ISOのマネジメントシステムによって事業所では、すべての業務の手順を明確にし、それ

ぞれの役割にしたがって、PDCAのもと業務が行われています。また、その仕組みは利用者

の作業活動にも生かされており、利用者にとっても構造化やスケジュール化されたわかり

やすい活動となっています。 

○ 個別支援計画のもと、作業活動を通じて、幅広い利用者の特性に応じた支援を組み立てて

います。 

生活における介護度の高い方から、比較的身辺の自立度の高い方、就労を目指して訓

練されている方まで幅広いニーズを持つ方が利用されており、それに対応するため、個

別支援計画に個々の状態や留意事項を詳しく明記しています。また、それに合わせて、

作業活動においてもプラスティック加工を中心に、利用者の状況に合わせた複数の作業

や工程があり、一人ひとりが納期や効率を意識し責任感を持てるよう、利用者の特性に

あった作業設備や環境を確保した取組が行われています。 

◇改善を求められる点 

○ 今後の事業運営を具体的に示した中・長期事業計画を策定していくことが課題です。

社会の情勢や利用者のニーズに対応するためには、中・長期的な視点に立って、実施

する福祉サービスの内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成等を具体的に示

した事業計画を策定していくことが重要です。その中でも特に対人サービスである福祉

事業においては、次のリーダーを育てる、専門知識を延ばすといった個別育成計画を策

定することで、職員の将来展望やスキルアップを図り、職員の質と働きがいを向上させ

るような取組が重要です。

○ 利用者の権利侵害の防止など利用者本位の支援の具体化が必要です。 

   利用者が主体的に暮らしを選択していくためには、サービスや事業に関する情報につ

いて利用者や家族が適切に把握し、理解していくことが重要です。今回の評価では、施

設の作業や余暇活動について、利用者の声を聞いて反映する取組はうかがえましたが、

利用者のプライバシーの保護や虐待の防止など、利用者本位の取組としての位置づけが

明確ではありませんでした。今後は、利用者や家族への分かりやすい情報提供のもと、

権利侵害の防止のプロセスを明確にし、利用者本位の支援を具体化していくことが望ま

れます。 

第三者評価は、最も利用者目線の評価で、支援の基本に立ち返ることが出来ます。精神論

だけではなく、制度に基づいた基本的な考え方は、１事業所だけではなかなか網羅できませ

ん。その点において、前回に引き続き、今回の監査も、「なぜその視点が必要か」という部分

をきっちりと説明頂いたので、とても勉強になりました。 

 有り難うございました。
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<障害者・児施設版> 

（別紙） 

第三者評価結果 

※すべての評価細目について、判断基準（a・b・cの3段階）にもとづいた評価結果を表示する。 

※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを記述する。

評価対象Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

Ⅰ－１ 理念・基本方針 

 第三者評価結果

Ⅰ-１-(1)  理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-１-(1)-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 法人の使命や役割を反映した理念と、これにもとづく福祉サービスに関する基本方針がパ

ンフレット、ホームページ、法人手帳などに明文化され、公開されています。また、全職員が法

人手帳を所持し、毎月の運営会議や職員会議等で唱和することで、周知が図られています。

○ 今後は、利用者や家族に対して、理念や方針が理解しやすいように、更なる工夫や配慮が望

まれます。 

Ⅰ－２ 経営状況の把握 

 第三者評価結果

Ⅰ-２-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-(1)-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析

されている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 西宮市や相談支援事業所などと連携を密に保ち、障害福祉サービスのニーズ及び充足度等に

ついて、情報交換を行いながら状況を把握されています。また、毎月の事業ごとの利用率や

収益等の運営状況を運営会議に報告し、分析していることがうかがえました。 

○ 今後は、社会福祉全体の状況を分析し、事業計画に文書化することで、経営方針をより明確

にしていくことが期待されます。 

3 Ⅰ-２-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 理事会、運営会議、職員会議等を通じて、施設の取り組むべき課題を明確にし、課題共有を

図り、課題解決に向けて取り組んでいることがうかがえます。 

○ 今後は、改善計画を立案・実施するに至るまでのプロセスを明確にし、具体的な取組を進め

ていくことが期待されます。 
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<障害者・児施設版> 

Ⅰ－３ 事業計画の策定 

 第三者評価結果

Ⅰ-３-(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(1)-①中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 理念や基本方針の実現に向けた「中・長期計画」が策定されており、定期的に事業の実施状

況を確認され、見直し等の検討が行われていることをうかがいました。 

○ 今後は、さらに事業の成果を分かりやすくするため、「中・長期計画」に理念や基本方針の

実現に向けた、重点目標などビジョンを明確にしていくことが期待されます。 

5 Ⅰ-３-(1)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 法人で策定された「中・長期計画」の内容にもとづいて、各事業所の単年度事業計画が策定

され、目標と具体策が項目ごとにまとめられていいます。 

○ 今後は、把握されている現状の課題にもとづいて数値化するなど、さらに具体的な内容を明

示することにより、評価がしやすい事業計画の整備が望まれます。 

Ⅰ-３-(2) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(2)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織

的に行われ、職員が理解している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 事業計画の策定においては、利用者アンケート実施により利用者や家族の意見を取り入れ、現

場職員の参画のもと、幹部職員が取りまとめて策定しており、その実施状況は、毎月の運営

会議で確認が行われています。 

○ 今後は、事業計画の策定と評価・見直しが組織的に行われるよう、プロセスを明確化し、確

実に実行される仕組みを整備することが期待されます。 

7 Ⅰ-３-(2)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者の朝終礼時に事業計画に沿った当日の計画を説明されています。 

○ 今後、事業計画が利用者や家族にとって、事業所の取組全体を表す指針となるよう、事業計

画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなど、周知の方法を確立していくこ

とが重要です。 

Ⅰ－４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

第三者評価結果

Ⅰ-４-(1)  質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(1)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ

れ、機能している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ サービスの質の向上に向けた取組としては、ＩＳＯのマネジメントシステムが全事業に導

入されており、ＰＤＣＡサイクルにもとづき、福祉サービスの質の向上に関する取組が行わ

れてされています。 

○ 今後は、福祉サービス評価の結果が、事業所のサービスに活かせる仕組みづくりに期待しま

す。 
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<障害者・児施設版> 

9 Ⅰ-４-(1)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確に

し、計画的な改善策を実施している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ ＩＳＯマネジメントシステムを活用して評価結果にもとづく課題が文書化され、全職員に共有さ

れています。 

○ 今後は、今回の第三者評価やＩＳＯ等を通して明らかになった課題について、改善計画を作

成するなど、計画的なサービスの質の向上に向けた仕組みづくりに期待します。

評価対象Ⅱ 組織の運営管理 

Ⅱ－１ 管理者の責任とリーダーシップ 

第三者評価結果

Ⅱ-１-(1)  管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(1)-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解

を図っている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 統括者（事務長）は、全体職員会議や日常業務の中で、事業に取り組む考え方を表明してお

り、その役割・権限を含む職務権限規程によって自らの役割と責任を職員に周知されていま

す。 

○ 今後は、有事（災害、事故等）における管理者の役割と責任について文書化を進めることで

、更に管理者のリーダーシップを明確にしていくことが望まれます。 

11 Ⅱ-１-(1)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行って

いる。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 統括者（事務長）は、研修・説明会等に参加することで遵守すべき法令等を理解され、行政

関係者との適正な関係を保持されています。 

○ 今後は、障害福祉分野に限らず、幅広い分野について遵守するべき法令を把握し、職員に対

して周知していく取組が望まれます。 

Ⅱ-１-(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(2)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指導

力を発揮している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 統括者（事務長）は、運営会議や業務改善提案によって、職員の意見を交えながらサービス

の質について状況を把握され、職員の教育・研修の充実を図ることで、サービスの質の向上

に意欲的に取り組んでいます。 

○ 今後は、統括者（事務長）として、サービスの質についての評価分析を明確にし、サービス

の質の向上についての体制づくりなど、方法を明確にしていくことが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

13 Ⅱ-１-(2)-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮

している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 統括者（事務長）は、法人事務局と連携しながら就労環境の向上や経営の改善に向けて、人

事、財務などの分析を行っています。 

○ 今後、職員会議等を通じて経営や業務の改善策について話し合うなど、組織的な取組が望ま

れます。

Ⅱ－２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結果 

Ⅱ-２-(1)  福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(1)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が

確立し、取組が実施されている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 必要な福祉人材や人員体制については、中・長期計画に人材確保についての方針を明記し、

各事業所において、今後の事業を見据えながら積極的に人材確保に取り組まれています。 

○ 今後は、必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画を確立し、その計画にもとづ

いた取組が実施される仕組みの整備が望まれます。 

15 Ⅱ-２-(1)-② 総合的な人事管理が行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 全職員が所持する法人手帳の中に「求められる職員像」が記載され、人事基準に（昇進・昇

格等）に関する「人事制度ガイドライン」にもとづいて人事評価が実施され、総合的な人事

管理が行われています。 

○ 今後は、事業所における職員処遇の水準を明確にし、職員の意向に沿った改善を図るなど、

更に透明性の高い人事管理が期待されます。 

Ⅱ-２-(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(2)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくり

に取組んでいる。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 管理者が各部の労務管理の責任者として、職員の就業状況を把握し、面談を通じて、就業状

況の改善が図られています。また、法人としてメンタル面やハラスメント対応について窓口

を設けるとともに、共済加入など総合的な福利厚生施策を通じて、働きやすい職場づくりに

努められています。 

○ 今後は、労務管理等に関する、法人と施設間の役割分担を明確にしていくことで、さらにワ

ーク・ライフ・バランスに配慮した働きやすい職場づくりに積極的に取り組まれることが期

待されます。 

Ⅱ-２-(3)  職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(3)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ キャリアパス制度にもとづいて期待すべき職員像を明文化しており、チームによる目標を

設定し、年２回の個別面談によって進捗状況や目標達成度の確認を行い評価しています。 

○ 今後は、職員個々の目標管理の仕組みづくりを検討することで、さらに職員一人ひとりの育

成に向けた取組を定着させることが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

18 Ⅱ-２-(3)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、

教 

育・研修が実施されている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 職員の基本姿勢や求める意識を基本方針等に明示し、年間研修計画にもとづいた研修が実

施されています。また、実施した研修については、研修内容やカリキュラムの評価や検証が

行われ、見直しが行われています。 

○ 今後は、職員に求める専門技術や専門資格を明示することによって、更なる研修の充実が期

待されます。 

19 Ⅱ-２-(3)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 研修計画にもとづき、職種別等に応じたＯＪＴをはじめ、職員の知識・水準に応じた研修が

企画され、法人による研修をはじめ、内部勉強会や外部研修に多くの職員が参加できる体制

が整備されています。 

Ⅱ-２-(4)  実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。

20 Ⅱ-２-(4)-①  実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成に

ついて体制を整備し、積極的な取組をしている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 実習生の受入れについてのマニュアルが整備され、専門職の特性に配慮したプログラムを

策定するとともに、実習の事前から終了後に至るまで学校側との連携のもと、積極的に実習

生の受け入れが行われています。 

○ 今後は、実習生等の受け入れに関わる基本姿勢を明文化するとともに、実習指導者研修の充

実が期待されます。 

Ⅱ－３ 運営の透明性の確保 

第三者評価結果 

Ⅱ-３-(1)  運営の透明性を確保するための取組が行われている。

Ⅱ-３-(1)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ ホームページに理念、基本姿勢、福祉サービスの内容、会計情報等を公開するだけでなく、

第三者評価の受審結果等を公表されており、地域においても施設の存在意義や役割を説明し

ていることがうかがえます。 

○ 今後は、施設運営の透明性を確保するための取組として、施設に対する苦情・相談の内容に

もとづく改善・対応の状況の公表や地域に施設の広報誌を配布するなど、情報公開をより積

極的に行うことが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

22 Ⅱ-３-(1)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が

行われている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 法人内でコメディックス(情報共有掲示板）のシステムが導入され、事務・経理・取引等に

関するルール・規程が職員全員に閲覧可能になっており、職務分掌によって、権限・責任を

明確にされて職員全員に周知されています。また、公認会計士による外部監査が定期的に行

われており、指摘事項、アドバイスを受けるとともに経営改善が図られ、運営の透明性を確

保しています。 

○ 今後は、実施した監査結果にもとづく改善について、職員に周知を図ることで、より明確に

していくことが望まれます。 

Ⅱ－４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結果 

Ⅱ-４-(1) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(1)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 基本理念の中に地域交流について明示し、施設にてアートフラワーアレンジメント講習会、

ワッフル販売の開催、自治会の地域清掃に参加に参加することで、交流の機会を確保されて

います。 

○ 今後は、活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に提供してい

くことが期待されます。 

24 Ⅱ-４-(1)-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし、

体制を確立している。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ ボランティア受け入れについて、基本姿勢及び地域の学校教育への協力姿勢等を含めて、明

文化したマニュアルを整備しており、トライやるウイークをはじめ、積極的に学校教育への

協力が図られています。 

○ 今後は、利用者との交流を図る視点等で、ボランティア等の研修の実施が望まれます。 

Ⅱ-４-(2) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(2)-① 福祉施設・事業所として必要な社会資源を明確にし、関

係機関等との連携が適切に行われている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 関係機関との連携については、地域自立支援協議会や関係団体に積極的に参画することで、

西宮市から協働受注して西宮市内福祉事業所のガイドブック作成事業に取り組んでいます

。 

○ 今後は、関係機関との連携を適切に行うため、必要な社会資源を明確にし、職員間で情報共

有する等、事業所が関係機関と連携を図っていく仕組みを構築されることが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

Ⅱ-４-(3)  地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(3)-① 福祉施設・事業所が有する機能を地域に還元している。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 福祉施設・事業所のスペースを活用して、地域住民との交流を意図したフラワーアレンジメ

ントの講習会や、障害のことを知ってもらうための講習会を開催するとともに、災害発生に

備えて地域住民用も含め非常食を備蓄し、近隣の施設と連携して避難訓練を行うなど、身近

な社会貢献に寄与されています。 

○ 今後は、多様な機関と連携して、地域の活性化やまちづくりのための活動など、施設の特性

を活かした地域の活性化や貢献が望まれます。 

27 Ⅱ-４-(3)-② 地域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動が行わ

れている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 西宮市民生委員・児童委員との定期的な会議や、地域自立支援協議会を通して地域のニーズ

を把握し、グループホームや緊急時の受け皿としての短期入所事業等の検討を行うなど、地

域の福祉ニーズにもとづく公益的な事業・活動を展開されています。 

○ 今後は、把握した地域の福祉ニーズにもとづく具体的な取組を、事業計画に明示していくこ

とが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

評価対象Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

Ⅲ－１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結果 

Ⅲ-１-(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(1)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理解をも

つための取組を行っている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 理念・運営目的・指導方針・品質方針・職員姿勢を施設内に掲示するとともに、全職員はこ

れらが記載された「法人手帳」を所持し、職員会議の冒頭で唱和するようにしています。ま

た、法人、事業所単位で利用者の人権にかかわる内容の研修が実施され、共通の理解が図ら

れています。 

○ 今後は、職員が実践するサービスの基本的人権への配慮について、セルフチェックなど定期

的に状況を把握する仕組みが望まれます。 

29 Ⅲ-１-(1)-②  利用者のプライバシー保護等の権利擁護に配慮した福祉

サービス提供が行われている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者のプライバシー保護等の権利擁護について、研修が実施され、利用者のプライバシー

を守る設備の工夫がうかがえます。 

○ 今後は、利用者のプライバシー保護をはじめ、虐待防止等の権利擁護に関する規程・マニュ

アル等を整備して、職員をはじめ利用者や家族に、施設としての取組を周知することが必要

です。 

Ⅲ-１-(2) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。

30 Ⅲ-１-(2)-①利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を積極

的に提供している。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 市役所、病院、学校等に「西宮市福祉事業所ガイドブック」を設置し、ホームページにて事

業所の情報を提供されています。また、利用希望者や見学者に対しては丁寧に説明され、作

業を実際に体験してもらうなど情報を積極的に提供されています。 

○ 今後は、誰にでもわかるような言葉遣いや写真・図・絵の使用等、更に、利用者に分かりや

すい工夫や、事業所の特色を活かした情報提供の取組に期待します。 

31 Ⅲ-１-(2)-②福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかりやす

く説明している。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ サービス開始時や変更時に当たっては、重要事項説明書等の文字のポイント数を上げ、ルビ

をふって読みやすい工夫がされており、説明に際しても別途簡易的な書面を使用し、理解し

やすい工夫がうかがえました。 

○ 今後は、意思決定が困難な利用者への配慮についてルール化され、利用者に意思決定を支援

していく取組が望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

32 Ⅲ-１-(2)-③ 福祉施設・事業所の変更や家庭への移行等にあたり福祉サ

ービスの継続性に配慮した対応を行っている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 他施設への移行や家庭への移行のあたっては、ケース担当やサービス管理責任者が中心と

なって定められた手順と様式に従って、福祉サービスの継続性に配慮した引き継ぎが行わ

れています。また、サービス終了後も利用者・家族等が相談できる窓口として、ケース担当

が対応していることがうかがえます。 

○ 今後は、サービス終了後の相談窓口や、相談方法について記載した文書を作成するなど、継

続性に配慮した仕組みを構築していくことが望まれます。 

Ⅲ-１-(3)  利用者満足の向上に努めている。

33 Ⅲ-１-(3)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を

行っている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者満足を把握するため、年１回利用者満足度アンケートを実施し、アンケート結果を分

析してサービスの質の向上に反映するように努められています。また、利用者会議や家族と

の面談を通じて、要望等の把握に取り組まれています。 

○ 今後は、定期的な調査や懇談等から把握された意見を分析し、サービスの改善に至るプロセ

スを明確にしていくことが望まれます。 

Ⅲ-１-(4)利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。

34 Ⅲ-１-(4)-①苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 第三者委員を含む苦情解決体制を整備し、配布・掲示するとともに、玄関に意見箱を設置し

て、気楽に相談できる下地を作るようにこころがけています。また、受け付けた苦情や要望

は、手順に従って迅速に対応が図られています。 

○ 今後は、利用者の意見を取り入れる視点から、苦情の公表などさらに、苦情や意見を活用し

ていく仕組みを明確にしていくことが望まれます。

35 Ⅲ-１-(4)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等

に周知している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 事業所内に相談相手の選択や相談方法、場所を明示したものを掲示し、いつでも気兼ねなく

話ができるように相談室が確保されるなど、環境が整っています。また、「ハット相談メモ

」を各所に配置し、日常の会話の中での気になることを、気軽にあげていく仕組みが確立し

ています。 

36 Ⅲ-１-(4)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応

している。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者会議や懇談会、利用者アンケートなど、利用者からの相談や意見を傾聴する仕組みが

多くあり、その都度利用者にフィードバックし、迅速に対応されています。 

○ 今後は、相談や意見を受けた際の報告手順や、対応策の検討等について定めた相談対応マニ

ュアルの整備をすることで、組織的な仕組みの確立が望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

Ⅲ-１-(5)安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(5)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネ

ジメント体制が構築されている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ リスク管理責任者を設置し、事故対応手順を定めるとともに、ヒヤリハット報告や事故報告

を通して、半年に一度、分析と情報共有が実施され、改善していく仕組みが構築されていま

す。 

○ 今後は、リスクマネジメントに関する全体的な体制を明確にしていくことが望まれます。 

38 Ⅲ-１-(5)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための

体制を整備し、取組を行っている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 感染症対策について、施設内感染予防対策手順などが整備され、手洗いの仕方やペーパータ

オル、消毒液の設置などの配慮がなされています。また、看護師による研修が定期的に行わ

れ、利用者の安全確保のための取組が行われています。 

○ 今後は、感染症への対応記録の充実が望まれます。 

39 Ⅲ-１-(5)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に

行っている。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 防災マニュアル及び避難体制図等により災害時の対応体制が整備され、災害別に避難ルー

トを確保し、毎月様々な災害場面を想定した避難訓練が行われています。また、緊急連絡カ

ード、防災ラジオ、災害備蓄など災害に関する設備も充実しています。 

○ 今後は、地域関係機関や福祉関係団体などとの連携し、地域防災を意識した訓練実施が期待

されます。 
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<障害者・児施設版> 

Ⅲ－２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結果 

Ⅲ-２-(1) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。

40 Ⅲ-２-(1)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が文書

化され福祉サービスが提供されている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 全般的には、「ＩＳＯ品質マニュアル」の中で業務手順やフローチャートとして福祉サービ

スの標準的な実施方法が明記され、業務のマニュアル化が図られています。標準的な実施方

法（マニュアル）としては排泄、移乗など部分的には確認でき、排泄マニュアルには羞恥心

に配慮する文言もうかがえました。 

○ 「ＩＳＯ品質マニュアル」の中の標準的な実施方法には、利用者の尊重やプライバシーの保

護に係る姿勢についての明示には至っていませんので、法人手帳の中だけでなく、具体的な

支援の標準化を図る上で、マニュアルの中にも利用者を尊重する姿勢について明記が必要

です。 

41 Ⅲ-２-(1)-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立してい

る。 

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ ＩＳＯマネジメントによるサービスの標準化や業務の効率化が図られ、マニュアル化され

ており、それに対する見直しは、随時行われていることがうかがえます。 

○ 今後は、標準的な実施方法（支援マニュアル）を見直す時期や方法、職員や利用者の意見を

どのように反映させるかなど、組織で仕組みを確立する取組が望まれます。 

Ⅲ-２-(2) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。

42 Ⅲ-２-(2)-① アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定して

いる。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 個別支援計画作成実施手順にもとづいて、サービス管理責任者と担当職員で個別支援計画

が策定されています。個別支援計画の進捗状況は、毎月モニターとしてケース記録に記載

され、計画通りに福祉サービスが行われている事が確認されています。 

○ 今後は、関係者の合議によってニーズを引き出し、個別支援計画に明示する仕組み作りが

期待されます。 

43 Ⅲ-２-(2)-② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 個別支援計画の見直しにおいては、個別支援計画作成手順にて半年に1回モニタリングを行

い、利用者の希望を聞き、新たな個別支援計画の目標とするなど、一連の手順が定まってい

ます。 

○ 今後は、見直した個別支援計画を職員に周知する仕組みや、見直しにあたって、福祉サービ

スを十分提供できていない支援など、課題を明確にすることが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

Ⅲ-２-(3)  福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(3)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切に行

われ、職員間で共有化されている。

ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者の記録については、業務日誌、ケース記録など利用者一人ひとりの記録が整備され、

個別支援計画書に沿った記録が、朝礼や終礼、コンピュータネットワークを利用して共有さ

れています。 

45 Ⅲ-２-(3)-②利用者に関する記録の管理体制が確立している。 ａ・ｂ・ｃ 

<コメント> 

○ 利用者に関する記録については、品質記録リストに保管場所、廃棄方法について明記されて

います。また、保存書類一覧に記録管理の責任者を明記し、個人情報の観点から職員の研修

が行われています。 

○ 今後は、職員が個人情報保護規定を日々の業務の中で遵守するための取組や、不適切な利用

や漏洩に対する対策について規定を明確にし、職員に周知する取組が望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

評価対象Ａ 内容評価基準 

Ａ－１ 利用者の尊重と権利擁護 

特記事項 

Ａ－２ 生活支援 

 第三者評価結果 

Ａ-１-(1) 自己決定の尊重  

Ａ① Ａ-１-(1)-① 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を行っている。
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-１-(2) 権利侵害の防止等  

Ａ② Ａ-１-(2)-① 利用者の権利侵害の防止等に関する取組が徹底されている。
ａ・ｂ・ｃ 

○ 利用者会議やアセスメントにおいて利用者の希望を聞く機会を設けることで、意思表示を

引き出せるよう配慮されています。また、個別支援計画には、障害特性に合わせた配慮や

支援が具体的に明記され、個別支援が展開されています。 

○ 利用者の主体的な活動ができるように、利用者の意向に沿ってレクリエーションやクラブ活動

を実施され、利用者のモチベーション向上につなげています。 

○ 人権侵害については、市が提示している障害者虐待防止・対応マニュアル、事故等発生時

の報告取扱要領及びフローチャートに従い、虐待防止や身体拘束に関する規定を定め、具

体的な権利侵害の例をもとに、職員の気づきの研修が行われています。 

○ 今後は、支援の理念にもとづく取組を整理し文章化することで、権利擁護をはじめ、利用

者を尊重する取組について、事業所独自の支援や方法を明確にしていくことが重要です。 

 第三者評価結果 

Ａ-２-(1) 支援の基本  

Ａ③ Ａ-２-(1)-① 利用者の自律・自立生活のための支援を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ④ Ａ-２-(1)-② 利用者の心身の状況に応じたコミュニケーション手段の確

保と必要な支援を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑤ Ａ-２-(1)-③ 利用者の意思を尊重する支援としての相談等を適切に行っ
ている。

ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑥ Ａ-２-(1)-④ 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等を行ってい
る。 

ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑦ Ａ-２-(1)-⑤ 利用者の障害の状況に応じた適切な支援を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(2) 日常的な生活支援  

Ａ⑧ Ａ-２-(2)-① 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(3) 生活環境 

Ａ⑨ Ａ-２-(3)-①利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環境が確保されて

いる。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(4) 機能訓練・生活訓練 

Ａ⑩ Ａ-２-(4)-① 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓練を行ってい

る。 
ａ・ｂ・ｃ 
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<障害者・児施設版> 

特記事項 

Ａ-２-(5) 健康管理・医療的な支援 

Ａ⑪ Ａ-２-(5)-① 利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な対応等を適

切に行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑫ Ａ-２-(5)-② 医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のもとに提供さ

れている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(6) 社会参加、学習支援  

Ａ⑬ Ａ-２-(6)-① 利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習のための支

援を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(7) 地域生活への移行と地域生活の支援  

Ａ⑭ Ａ-２-(7)-① 利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移行や地域生

活のための支援を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ-２-(8) 家族等との連携・交流と家族支援  

Ａ⑮ 
Ａ-２-(8)-① 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行っている。 ａ・ｂ・ｃ 

○ 支援の基本に利用者の障害特性に応じた合理的配慮による自立支援を掲げ、コミュニケー

ションに配慮が必要な方への支援として、カードやジェスチャー等を用いて、視覚へのア

プローチが施設のいたるところ行われており、意思表示を引き出せるよう配慮されている

ことがうかがえます。 

○ 日常生活支援は、支援マニュアル等に個別の支援の状態や留意事項を明記し、利用者一人

ひとりのペースに合わせた支援が展開されています。また、障害特性に応じた自助具・日

常生活用具等の設備や視覚支援等の生活環境を整えるとともに、社会生活訓練（ＳＳＴ）や

ポイント制を導入することで、生活の意欲を高め、自立支援に繋げています。

○ 同一法人内の看護師との連携のもと、様々なチェック表を作成することで、利用者の健康

状態を把握するとともに、体調変化に対応する体制が整備されています。また、救急対応

マニュアルや医療的ケアの実践マニュアルを作成し、必要に応じて健康管理の研修や個別

指導が行われています。

○ 社会生活支援として、地域の方々との接点を持つことに重点を置き、地域のデイサービス

や老人会等へ積極的に参加できるよう支援されています。また、自立生活のため金銭管理

などの学習支援が行われ、必要に応じて相談支援事業所と連携し、地域で暮らしていくた

めの支援（ガイドへルパー等）を積極的に紹介しています。 

○ 家族との連携は 年に１回、ワークメイトの支援を知ってもらう会で意見交換会を開いて、情報

交換を行っています。また、１～６か月に１回はご家族と面談し、施設での取組や利用者の状

況についての情報提供を行っています。 

○ 今後は、障害の多様化に向けて、利用者個々の取組を整理し、サービスを標準化していく

ことによって、生活支援をより充実させていくことが望まれます。 
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<障害者・児施設版> 

Ａ－４ 就労支援 

特記事項 

 第三者評価結果 

Ａ-４-(1) 就労支援  

Ａ⑰ Ａ-４-(1)-① 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を行っている

。 ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑱ Ａ-４-(1)-② 利用者に応じて適切な仕事内容等となるように取組と配慮

を行っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

Ａ⑲ Ａ-４-(1)-③ 職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組や工夫を行

っている。 
ａ・ｂ・ｃ 

○ 就労生活支援センターアイビーと連携し、アイビー主催の企業体験実習に積極的に参加すると

ともに、市の短期雇用への登録等を行っています。 

○ 個々の利用者の個別支援計画の中で、必ず働く意欲・幅・可能性についてポイントを絞り、利用

者の働く能力や知識向上への取組がなされています。 

○ 給料だけでなく、決められた休憩以外の余暇や、好きなことが出来るなど、それぞれの働く意

欲となるものを大切に、個別のニーズに合わせて支援しています。 

○ 今後は、障害者が働く場における、「合理的配慮」を促進する取組に期待します。 
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（別紙２）

Ⅰ～Ⅲ　達成度

基準数 達成数

Ⅰ-１　理念・基本方針 6 4 66.7

Ⅰ-２　経営状況の把握 8 6 75.0

Ⅰ-３　事業計画の策定 17 7 41.2
Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取り
組み

9 5 55.6

Ⅱ-１　組織の運営管理 17 8 47.1

Ⅱ-２　福祉人材の確保・養成 38 24 63.2

Ⅱ-３　運営の透明性の確保 11 8 72.7

Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献 26 16 61.5

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス 64 44 68.8

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保 31 24 77.4

227 146 64.3

判断基準
達成率(％)

各評価項目に係る評価結果グラフ
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A　達成度

基準数 達成数

１－（１）　自己決定の尊重 6 6 100.0

１－（２）　権利侵害の防止等 6 4 66.7

２－（１）　支援の基本 26 26 100.0

２－（２）　日常的な生活支援 5 5 100.0

２－（３）　生活環境 5 5 100.0

２－（４）　機能訓練・生活訓練 5 5 100.0

２－（５）　健康管理・医療的な支援 11 9 81.8

２－（６）　社会参加、学習支援 4 4 100.0

２－（７）　地域生活への移行と地域生活の支援 5 5 100.0

２－（８）　家族等との連携・交流と家族支援 6 6 100.0

４－（１）  就労支援 18 16 88.9
97 91 93.8
324 237 73.1
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